


　この記録は、令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙の結果を

収録したものです。

　選挙区選挙の県内投票率は、第26回の同選挙（52.98％）よりも6ポイント

増加の58.98％で、全国平均58.51％よりもわずかに上回り、全国では中位の

22番目となりました。

　選挙に先立ち、選挙運動をめぐる一連の問題を受けて、選挙運動用ポス

ターの品位保持を規定した公職選挙法の改正や、昨今の猛暑を受けて事業

者に熱中症対策を義務付けた労働安全衛生法の改正省令も施行され、これ

まで以上に慎重な管理執行が求められました。また、本選挙から一部の市町

選挙管理委員会では、投票立会人や事務従事者の確保、あるいは施設の老朽

化などを理由にやむなく投票所の統廃合を行うこととなり、引き続き選挙

人への投票環境の維持もしくは向上のために取り組むべき多くの課題があ

りましたが、丁寧な取り組みにより、円滑な執行がなされました。

　本選挙を大過なく執行することができたのは、各市町村選挙管理委員会

や各関係機関の方々から投開票等の管理執行や選挙啓発等のために多大な

尽力をいただいたことによるものであり、ここに深く敬意と感謝の意を表

します。

　この記録が今後、選挙関係者並びに選挙に関心を持たれる各位の参考と

なり、ご利用いただければ幸いです。

令和8年3月

大分県選挙管理委員会

は　し　が　き
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大分県選挙管理委員会・大分県明るい選挙推進協議会

7.4 金 7.19 土
期日前
投票期間：
※一部の期日前投票所では、投票期間や投票時間が異なる場合があります。

場所：

時間：

お住まいの市町村の市役所・町村役場等
に設けられる期日前投票所

午前8時30分から午後8時まで

投
票
日 日

回
27
第

投票日に予定が
ある方は！

※ただし、一部の投票所では
投票時間が異なる場合があります。

18歳から
投票
 できます！

午前7時～午後8時投票
時間



大分県選挙管理委員会・大分県明るい選挙推進協議会
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回
27
第

午前8時30分～午後8時
7.4金 7.19土

市役所・町村役場等の期日前投票所場所

※ただし、一部の期日前投票所では、
　投票期間や投票時間が異なる場合があります。

※詳しくはお住まいの市町村の選挙管理委員会まで

期日前投票をご活用ください。
投票日に仕事や用事、旅行などの予定がある方は、期日前投票ができます。

投
票
日 日

※ただし、一部の投票所では投票時間が異なる場合があります。

参議院議員通常選挙 大分 検索

時間

期間 詳しくは

問い合わせ先 投票に関してご不明な点があれば、
お住まいの県または市町村の選挙管理委員会にお尋ねください。

投票時間：午前7時～午後8時

投票方法
STEP 2

投票は2種類
選挙区選挙 比例代表選挙

投票所へ
行こう

投票所入場券を持って、
入場券に

記載された投票所へ
行きましょう。

入場券がなくても、
本人確認ができれば
投票できます。

投票所入場券を
忘れた！ 
紛失した！

STEP 1

候
補
者
名選挙区

選挙
比例代表
選挙

!
白色の用紙に「候補者名」または
「政党名 or 略称※」を
記入してください。

候
補
者
名

政
党
名 

 or  

略
称

クリーム色の用紙に
「候補者名」を
記入してくさい。

※比例代表選挙では、同一の略称を使用する政党があります。当該略称を記入した投票は、按分票として取り扱われます。
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立候補予定者説明会▶

街頭啓発▶

街頭啓発▶



◀立候補届出受付

◀立候補届出受付

◀公営物資交付



投開票・速報本部▶

選挙会▶

当選証書付与▶



１　まえがき

　第27回参議院議員通常選挙は令和7年7月3日に公示され、同月20日に投票が行われた。この選
挙は、令和元年7月21日執行の通常選挙で選出された議員が任期満了となるため行われたもので
ある。
　今回の選挙は、選挙運動をめぐる一連の問題を受けて、選挙運動用ポスターの品位保持を規定
した公職選挙法の改正や、昨今の猛暑を受けて労働安全衛生規則が改正され事業者に熱中症対策
が義務付けられるなど、これまで以上に慎重な管理執行が求められた国政選挙であった。
　選挙では、選挙区75（うち1議席は通常選挙と合併して行った東京都の補欠選挙の議席数）、比
例代表50、計125の議席に選挙区350人、比例代表172人、計522人の立候補があり、物価高への対策
や外交・安全保障、外国人との共生などを争点として選挙運動が繰り広げられた。
　投票率の全国平均は、選挙区、比例代表選挙ともに58.51％で、本県では選挙区選挙58.98％、比
例代表選挙58.97％であり、ともに全国22位であった。
　明るい選挙の推進については、高校生を含む新有権者等による街頭啓発を各地区で実施すると
ともに、主に18歳～30歳代の若年層をターゲットとして投票参加を呼びかけた。

２　管理執行

（1） 候補者及び当選人について
　大分県選挙区は、定数1人に対し、自由民主党、参政党、日本誠真会、ＮＨＫ党、立憲民主党から
それぞれ1人ずつの計5人が立候補し、立憲民主党（元職）の候補者が当選した。
　比例代表選挙では、日本共産党2人、日本維新の会4人、日本保守党2人、立憲民主党7人、参政党7
人、国民民主党7人、チームみらい1人、社会民主党1人、れいわ新選組3人、自由民主党12人、公明党
4人の計50人が当選人と決定された。

（2） 投票状況について
　①　投票用紙
　選挙区、比例代表それぞれ968,500枚を印刷し、選挙区がクリーム色の用紙に黒刷り、比例代表
が白色の用紙に赤刷りとし、規格は縦13㎝、横9㎝の縦長とした。
　また、点字器使用者の便宜を図るため、紙質を厚くし、点字シールで選挙の種類を表示した点字
投票用紙も選挙区、比例代表それぞれ3,350枚印刷した。
　なお、総務省において作成した在外投票用紙を在外選挙人名簿登録者数に応じて各市町村へ配
付した。

　②　投票所数
　県内には549箇所の投票所が設置され、このうち396箇所で閉鎖時刻の繰り上げを行った。その
内訳は、繰り上げ時刻が1時間の投票所は197箇所、2時間は164箇所、3時間は29箇所、4時間は6箇
所であった。また、投票所の閉鎖時刻の繰り上げはすべての市町村で行われた。

　③　投票率
　全国の投票率は、選挙区で男性59.27％、女性57.80%の平均58.51%、比例代表では男性59.27%、
女性57.80%の平均58.51%であった。大分県の投票率は、選挙区で男性59.62%、女性58.40%の平均
58.98%、比例代表では男性59.61%、女性58.39%の平均58.97%であり、選挙区、比例代表ともに全
国では上から22番目だった。

選  挙  の  概  況 　④　無効投票
　無効投票は、選挙区で投票総数544 ,150票のうち14 ,524票で無効投票率2.67%と全国平均
2.41%を上回った。比例代表も同様に投票総数544,082票のうち14,965票で無効投票率2.75%とな
り全国平均2.35%を上回る結果となった。

（3） 開票状況について
　①　開票状況
　投票日当日、各市町村の開票区ごとに開票を行った。確定が最も早かったのは、選挙区は玖珠町
で午後8時45分、比例代表は九重町で午後9時52分であった。最後に確定したのは、選挙区は大分
市で午前0時23分、比例代表は別府市で午前5時10分であった。

　②　開票速報
　投開票の速報の受信、集計及び記録を行うため、正庁ホールに速報本部を設置した。これまで総
務省と県、市町村をつなぐ速報オンラインシステムは、総務省から支給されたパソコンでのみ使
用可能だったが、今回の選挙から、当該システムが改修され、ＬＧＷＡＮ回線上であればどのパソ
コンでも受信状況の確認や、帳票出力などの使用が可能となった。このため、従前、市町村が行っ
ていたオンラインとファックスでの報告をオンラインのみの一本化とした。報道機関向けの発表
はこれまで同様、全てＥメールでの取り扱いとした。
　速報処理に関しては、前述の対応によりファックスの設置を撤廃し（前回5台）、速報本部職員に
１台ずつパソコンを用意し、前回から16台多い26台で速報にあたった。そのほか電話9台を使用した。
　速報に要した人員は、総括責任者以下25人であった。

（4） 選挙会及び当選証書付与について
　参議院大分県選出議員選挙選挙会は7月23日午前9時30分から、比例代表選出議員選挙大分県
選挙分会は同日午前10時から、県選挙管理委員会室で開催された。
　当選証書の付与は、同日午前11時30分から県庁舎本館議会棟第6委員会室で行った。

（5） 選挙公営について
　①　政見放送
　参議院大分県選出議員選挙の政見放送は、候補者が行い、テレビは7月8日から同月17日までの
間にNHK 2回、OBS 1回、TOS 1回、OAB 1回の計5回、ラジオでは7月7日から同月17日までの間
にNHK 2回、OBS 1回の計3回が放送された。

　②　選挙公報
　選挙区、比例代表を合体して新聞紙大(ブランケット版)の用紙に印刷し、7月5日及び翌6日に各
市町村へ発送した。選挙区は全候補者の5人について2ページに、比例代表は16政党を8ページに
わたって掲載した。

　③　ポスター掲示場
　ポスター掲示場の設置箇所数は3,703箇所で、ポスター掲示面の区画数は8区画であった。

３　明るい選挙推進運動について

　振興局単位で「新有権者」等による街頭啓発を実施した。街頭啓発では、集客の多い大型商業施
設等の場所において、投票参加を呼びかけた。また、新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、広告
塔、横断幕、広報車等を通じて、投票方法の周知や投票参加の呼びかけを行った。特に若年層に対
する啓発に重点を置き、ＳＮＳを利用した啓発を引き続き実施した。
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り全国平均2.35%を上回る結果となった。

（3） 開票状況について
　①　開票状況
　投票日当日、各市町村の開票区ごとに開票を行った。確定が最も早かったのは、選挙区は玖珠町
で午後8時45分、比例代表は九重町で午後9時52分であった。最後に確定したのは、選挙区は大分
市で午前0時23分、比例代表は別府市で午前5時10分であった。

　②　開票速報
　投開票の速報の受信、集計及び記録を行うため、正庁ホールに速報本部を設置した。これまで総
務省と県、市町村をつなぐ速報オンラインシステムは、総務省から支給されたパソコンでのみ使
用可能だったが、今回の選挙から、当該システムが改修され、ＬＧＷＡＮ回線上であればどのパソ
コンでも受信状況の確認や、帳票出力などの使用が可能となった。このため、従前、市町村が行っ
ていたオンラインとファックスでの報告をオンラインのみの一本化とした。報道機関向けの発表
はこれまで同様、全てＥメールでの取り扱いとした。
　速報処理に関しては、前述の対応によりファックスの設置を撤廃し（前回5台）、速報本部職員に
１台ずつパソコンを用意し、前回から16台多い26台で速報にあたった。そのほか電話9台を使用した。
　速報に要した人員は、総括責任者以下25人であった。

（4） 選挙会及び当選証書付与について
　参議院大分県選出議員選挙選挙会は7月23日午前9時30分から、比例代表選出議員選挙大分県
選挙分会は同日午前10時から、県選挙管理委員会室で開催された。
　当選証書の付与は、同日午前11時30分から県庁舎本館議会棟第6委員会室で行った。

（5） 選挙公営について
　①　政見放送
　参議院大分県選出議員選挙の政見放送は、候補者が行い、テレビは7月8日から同月17日までの
間にNHK 2回、OBS 1回、TOS 1回、OAB 1回の計5回、ラジオでは7月7日から同月17日までの間
にNHK 2回、OBS 1回の計3回が放送された。

　②　選挙公報
　選挙区、比例代表を合体して新聞紙大(ブランケット版)の用紙に印刷し、7月5日及び翌6日に各
市町村へ発送した。選挙区は全候補者の5人について2ページに、比例代表は16政党を8ページに
わたって掲載した。

　③　ポスター掲示場
　ポスター掲示場の設置箇所数は3,703箇所で、ポスター掲示面の区画数は8区画であった。

３　明るい選挙推進運動について

　振興局単位で「新有権者」等による街頭啓発を実施した。街頭啓発では、集客の多い大型商業施
設等の場所において、投票参加を呼びかけた。また、新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、広告
塔、横断幕、広報車等を通じて、投票方法の周知や投票参加の呼びかけを行った。特に若年層に対
する啓発に重点を置き、ＳＮＳを利用した啓発を引き続き実施した。


